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『連携室だより』 リニューアルオープンします。 
平成２１年４月から季節号として発行してまいりました『連携室だより』ですが、院内紙と合併

し、更なる強化を目指すこととなりました。 
これからも院内や連携室のこと、役立つ情報等お届けしたいと思います。ご意見等あれば、お気

軽にご一報ください。 これからもよろしくお願いします。 

 
 
 

⇒ 事前に申請が必要な場合があります。 
                     ２階地域医療福祉連携室でご相談ください。 
 

入院時に利用していた、『限度額認定証』が外来でも使えるようになり、医療機関ごと

に、下記の限度額までの支払いで済むようになります。（但し、外来診療費が限度額まで達

した場合、院外調剤薬局の支払いについては、還付手続きが必要です。） 
たとえば… 
☆ 70 歳未満の方 『健康保険証』『限度額認定証』を会計で提示すると… 
 通常は、総医療費の３割負担のところ、一医療機関につき 

一 般（B）区分 …月額上限 80,100 円＋（総医療費－267,000 円）×１％  
（限度額が過去 1 年に 3 回あったら、4 回目からは、月額上限 44,400 円） 

低所得者（C）区分…月額上限 35,400 円 （    〃     月額上限 24,600 円） 
 

 
☆ 70 歳～74 歳の方 

『健康保険証』・『高齢受給者証』 提示で、一医療機関 月額上限 12,000 円 
 非課税世帯の方は、『標準負担額減額認定証』もあわせて提示すると一医療機関 

月額上限 8,000 円 
☆ 75 歳以上の方  

『後期高齢者医療被保険者証』 提示で、一医療機関 月額上限 12,000 円 
 非課税世帯の方は、『標準負担額減額認定証』もあわせて提示すると一医療機関 

月額上限 8,000 円 
 
＊ 『標準負担額減額認定証』の申請は、後期高齢・国保の場合は、各市町村役場窓口へ、

協会けんぽ・組合の方は、加入健康保険又は勤務先での手続きが必要となります。 
＊ 複数の医療機関で高額になった場合は、1 ヶ月ごとに領収書をまとめ、払い戻し請求がで

きる場合があります。（後期高齢の場合は、自動的に還付されます。） 
＊ 上位所得の方は、上記の金額と異なります。 

 

住民税非課税世帯 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

☆４Ｄエコーを導入しました☆ 
当院産婦人科では今春、おなかの中の赤ちゃん

の様子をリアルタイムに見ることができるリアルタイ

ム３Ｄ（４Ｄとも言います）超音波診断装置を導入し

ました。赤ちゃんの向きによってはおしりが見えるか

もしれません。手や足を動かしたり、あくびをしたり

する赤ちゃんの表情を見ることができます。 

きれいに記録をとるためには多少の慣れが必要

なため、状況によってはきれいに見えないこともあり

ますが、色々な機能を備えた最新鋭機は皆様のお

役に立てると思います。 

☆４月より午後診療開始しました☆ 
産婦人科では、月～水、金の午後に産科、婦人科の診察をしております。 

木曜日の午後は 1 ヶ月健診で、予約制になります。 

里帰り出産は電話でも予約を受け付けております。（連携室 0134-21-5717） 

秋元医師・藤田医師は不定期ですが引き続き診療を行います。各曜日の担当医師は

外来案内または当院ホームページをご確認ください。よろしくお願い致します。 

 
 

 

 

 

編集後記：なかなか暖かくならず、コートが手放せませんが、いよいよアウトドア

の季節です。海や山で今年もたくさん遊ぼうと思います。（や） 


